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　平成30年 4月 1日の無期転換ルールの実質的な

適用まで，残すところ 1年余りとなりましたが，準

備は整っていますでしょうか？　現状把握，制度構

築，社員への周知徹底等を考えると「まだ 1年も先

のこと」と悠長には構えていられません。そこで，

今回は改めて無期転換ルールならびに，その対応方

法についてご紹介します。

そもそも無期転換ルールとは？

　無期転換ルールとは，平成25年 4月 1日に施行

された改正労働契約法18条により，有期労働契約

が反復更新されて通算 5年を超えたときに，労働者

の申し込みによって企業などの使用者が，その労働

者を無期労働契約に転換しなければならないとする

ものです。契約期間の計算方法や特例等については，

厚生労働省『労働契約法改正のポイント』および『高

度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルー

ルの特例について』にまとめられていますので，そ

ちらをご確認ください。

無期労働契約社員≠正社員

　よく受ける質問として，「（無期転換ルール適用に

際して）有期労働契約社員を正社員にしなければな

らないということですか？」というものがあります

が，答えはNOです。もちろん，正社員への転換を

行うことは奨励されるべきことですが，今回の無期

転換ルールにおいては，労働者から申し込みがあっ

た際に無期労働契約社員にすることが義務付けられ

ているということであり，自社既存の正社員と同じ

労働条件にすることを定めたルールではありませ

ん。つまりルール上は，契約期間を除くその他の労

働条件については，有期労働契約時と同一のままで

も問題がないということです。

　前述のように無期転換を行うという施策も含め，

今回の無期転換ルール適用に伴い有期労働契約者に

対して企業が取り得る施策としては以下が考えられ

ます。

有期労働契約からの転換について考えられる施策

① 無期労働契約への転換

② 既存の正社員と同じ区分への転換

③ ②以外の正社員区分への転換　等

　①および②については前述の通りです。②につい

ては，今後の労働人口減少を見据えて労働力を確保

する，という観点からは有効な施策であると考えら

れますが，他の施策に比べて総額人件費に与えるイ

ンパクトが大きいため，選択する際はその点も考慮

が必要です。

　③の区分とは，勤務地限定正社員，勤務時間限定

正社員，職種限定正社員　等です。

　これらの社員区分を新たに設け（すでに多様な正

社員区分がある企業はそれを活用し），有期労働契

約社員からの転換を行うことにより，法律に則った

対応が行えるだけでなく，対象者のモチベーション

アップにもつながります。また，既存の正社員に対

しても，希望者については上記社員区分への転換を

行うことにより，働き方のミスマッチ解消によるモ

チベーションアップや，人件費の適正化も期待でき

ます。

　なお，①～③以外にも契約期間満了による雇用の

終了（雇い止め）も考えられますが，実施にあたり

一定の法律要件を満たす必要があるため注意が必要

です。要件については上述資料『労働契約法改正の

ポイント』をご確認ください。

自社にとって効果的な対応とは？

　有期労働契約社員を雇用する企業においては，平

成30年 4月 1日までに，制度の整備等様々な対応

が求められます。これを一つの機会と捉え，自社の

人事戦略と適合する効果的な対応ができるよう，改

めて自社の「人事」の在り方について考えられるこ

とをお薦めします。

無期転換への効果的な対応
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